
平
成
15
年
中
に
住
宅
ロ
ー
ン
を

利
用
し
て
住
宅
を
新
築
・
購
入
・

増
改
築
を
し
た
人
は
、
一
定
の
要

件
に
あ
て
は
ま
れ
ば
、
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
、所
得
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

こ
の
特
別
控
除
を
受
け
る
に
は
、

最
初
の
年
に
確
定
申
告
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

給
与
所
得
者
を
対
象
に
、
左

記
に
よ
り
申
告
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
の
で
、
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
を
受
け
る
人
は
出
席

し
て
く
だ
さ
い
。

※
今
回
は
、
南
河
内
町
と
合
同

開
催
と
な
り
ま
す
。

▼
日
時
＝

2
月
9
日
席

・
上
三
川
・
本
郷
地
区

午
前
10
時
〜
正
午

住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
申
告
説
明
会

確
定
申
告
書
を
自
分
で
作
成

で
き
る
人
は
、
郵
送
な
ど
で
税

務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

給
与
所
得
や
年
金
受
給
者
な
ど

で
、
所
得
税
の
還
付
申
告
の
相
談

を
希
望
さ
れ
る
人
は
、昨
年
同
様
、

下
記
の
会
場
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
そ
の
際
、
確
定
申
告
書
な
ど

を
可
能
な
限
り
記
載
し
た
う
え
、

お
早
め
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
2
月
2
日
席
〜
3
月

15
日
席（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

▼
受
付
時
間
＝
午
前
9
時
〜
正

午
、
午
後
1
時
〜
3
時

な
お
、
受
付
は
相
談
者
が
多

す
ぎ
る
場
合
、
早
め
に
終
了
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
用
意
す
る
も
の
＝
源
泉
徴
収

票
、
印
か
ん
、
還
付
に
関
す
る

書
類
（
医
療
費
の
領
収
書
、
住

宅
取
得
に
関
す
る
書
類
な
ど
）、

筆
記
用
具
、
預
貯
金
の
口
座
番

号
、
電
卓
な
ど

▼
問
い
合
せ
先
＝
宇
都
宮
税
務
署

牲
０
２
８(
６
２
1)

2
1
5
1

・
明
治
地
区
　
午
後
2
時
〜
4
時

※
出
席
さ
れ
る
人
は
、
必
ず
開

始
時
間
10
分
前
ま
で
に
受
付
を

済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
場
所
＝
役
場
3
階
　
大
会
議
室

◎
説
明
会
に
お
い
て
は
、
申
告

書
の
作
成
ま
で
説
明
・
指
導
し

ま
す
の
で
、
そ
の
場
で
申
告
を

済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
当
日
来
ら
れ
な
い
人
で
、
還
付

申
告
書
の
作
成
な
ど
で
相
談
を
希

望
さ
れ
る
人
は
、
宇
都
宮
税
務
署

特
設
会
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
当
日
以
外
で
申
告
書
を
提
出

す
る
人
は
、
で
き
る
だ
け
自
分

で
作
成
し
、
郵
送
な
ど
で
提
出

さ
れ
る
よ
う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
せ
先
＝
宇
都
宮
税
務
署

個
人
課
税
部
門

牲
０
２
８(

６
２
1)

2
1
5
1
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平
成
15
年
分
所
得
税

の
還
付
申
告
を
さ
れ

る
人
へ

▼必要書類等＝

① 住民票（平成16年発行のもの）

②
工事請負契約書又は売買契約書の写し
（提出書類のため、コピーを持参してくだ
さい。）

③ 建物の登記事項証明書（登記簿謄本）

④
敷地等の登記事項証明書（登記簿謄本）、敷
地等の売買契約書の写し（住宅敷地等の取
得にかかる借入金が含まれている場合）

⑤
住宅取得資金に係る借入金の年末残高証
明書（平成15年12月31日現在残高）

⑥
増改築などの場合は、①～⑤のほか建築確
認通知書の写し、又は増改築等工事証明書

⑦ 平成15年分の給与の源泉徴収票

⑧
印かん及び申告者名義の預貯金口座
（還付金振込用）

⑨ ボールペン、卓上計算機

申告相談会場略図

至
鹿
沼
宇都宮地方
合 同 庁 舎

足
利
銀
行
本
店

至栃木 桜小学校

桜
通
り
交
番

宇都宮財務事務所

文
陽
西
通
り

材
木
町
通
り 至東京

東武宇都宮駅

至市役所

大 通 り

至
Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
駅

競 輪 場

競 輪 場 通 り

至富士見団地至日光

中央警察署

ア
ピ
ア

宇都宮税務署

清
住
通
り

総合文化センター
ワシントンホテル

八幡山公園

塙田駐車場県庁
裁
判
所

法
務
局

栃木銀行
宇都宮西（支）

●ＪＲ宇都宮線
‥‥‥宇都宮駅下車バス15分
（バス：作新学院・駒生営業所行）

● 関東バス
‥‥‥桜通り十文字又は桜小入口

徒歩1分
● 東武宇都宮駅線
‥‥‥東武宇都宮駅下車徒歩20分

パチンコ店

桜小学校入口

桜通り十文字

桜
通
り
十
文
字

塙田トンネル



税
務
課

住
民
税
係

牲
○56
9
1
2
2

固
定
資
産
税
は
、
土
地
や
家

屋
の
ほ
か
償
却
資
産
（
事
業
用
）

の
所
有
者
に
対
し
て
も
課
税
さ

れ
ま
す
。

平
成
16
年
1
月
1
日
現
在
、

町
内
に
償
却
資
産
を
所
有
し
て

い
る
人
は
、
2
月
2
日
席
ま
で

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
の
対
象
と
な
る
資
産

平
成
16
年
1
月
1
日
現
在
、

町
内
に
存
在
す
る
事
業
用
資
産

（
土
地
、
家
屋
を
除
く
）
の
う
ち
、

減
価
償
却
費
が
損
金
や
必
要
経

費
に
算
入
さ
れ
る
資
産
で
次
の

よ
う
な
も
の
。

・
構
築
物
（
門
、
塀
、
看
板
、

駐
車
場
の
舗
装
面
等
）

・
機
械
、
装
置
及
び
こ
れ
に
付

帯
す
る
設
備

・
船
舶
（
ボ
ー
ト
、
釣
船
等
）

・
車
両
（
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
等

た
だ
し
、
自
動
車
税
、
軽
自
動

車
税
対
象
車
両
は
除
く
）

・
工
具
、
器
具
、
備
品
（
机
、
椅

子
、
計
算
機
、
陳
列
ケ
ー
ス
等
）

※
申
告
用
紙
は
税
務
課
に
あ
り

ま
す
。
な
お
、
平
成
15
年
に
申

告
の
あ
っ
た
人
に
は
12
月
中
に

申
告
書
を
送
付
し
ま
し
た
。
届

い
て
い
な
い
場
合
に
は
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
せ
先
＝
税
務
課

資
産
税
係

牲
○56
9
1
2
3

農
村
環
境
の
保
全
と
火
災
予

防
の
た
め
、
次
の
日
程
で
野
芝

焼
き
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
1
月
18
日
隻

午
前
9
時
〜
午
後
3
時

（
予
備
日
＝
1
月
25
日
隻
）

※
河
川
敷
へ
の
火
入
れ
は
行
わ

な
い
で
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
せ
先
＝
農
務
課

農
産
園
芸
係

牲
○56
9
1
3
8

カ
ラ
ス
等
に
よ
る
農
作
物
へ

の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
有

害
鳥
獣
の
駆
除
を
行
い
ま
す
。

駆
除
は
銃
器
を
使
用
し
て
行
い

ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
1
月
24
日
析
・
25
日
隻

▼
実
施
場
所
＝
町
内
全
域

▼
対
象
鳥
獣
＝
カ
ラ
ス
等

※
1
月
18
日
の
野
芝
焼
き
が
順
延

と
な
っ
た
時
は
、
1
月
31
日
析
・

2
月
1
日
隻
に
行
い
ま
す
。

▼
問
い
合
せ
先
＝
農
務
課

農
産
園
芸
係

牲
○56
9
1
3
8

平
成
16
年
分
農
業
用
免
税
証

の
交
付
申
請
を
、
次
の
と
お
り

受
付
し
ま
す
。

▼
期
日
＝

上
三
川
地
区
　
1
月
15
日
斥

本
郷
・
明
治
地
区
　
16
日
昔

▼
時
間
＝
午
前
10
時
〜
正
午

午
後
1
時
〜
4
時

▼
場
所
＝
役
場
3
階
大
会
議
室

▼
持
参
す
る
も
の

・
継
続
申
請
者
＝
免
税
軽
油
使

用
者
証
、
印
か
ん
、
免
税
軽
油

の
引
取
り
等
に
係
る
報
告
書

（
軽
油
購
入
の
納
品
書
等
を
添
付

の
こ
と
）、
耕
作
証
明
書
（
耕
作

面
積
及
び
作
付
内
容
に
変
更
が

あ
る
場
合
の
み
）、
使
用
機
械
の

名
称
、
形
式
及
び
馬
力
が
わ
か

る
も
の
（
機
械
に
変
更
が
あ
る

場
合
の
み
）

・
更
新
申
請
者
（
平
成
16
年
中

に
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
有
効

期
間
が
切
れ
る
人
）
＝
旧
免
税

軽
油
使
用
者
証
、
印
か
ん
、
免

税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報

告
書
（
軽
油
購
入
の
納
品
書
等

を
添
付
の
こ
と
）、
農
業
委
員
会

の
発
行
す
る
耕
作
証
明
書
、
使

用
機
械
の
名
称
、
形
式
及
び
馬

力
が
わ
か
る
も
の
（
機
械
に
変

更
が
あ
る
場
合
の
み
）、
栃
木
県

収
入
証
紙
代
420
円

・
新
規
申
請
者
＝
印
か
ん
、
農

業
委
員
会
の
発
行
す
る
耕
作
証

明
書
、
使
用
機
械
の
名
称
、
形

式
及
び
馬
力
が
わ
か
る
も
の

（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
）、
栃
木

県
収
入
証
紙
代
420
円

◯
共
同
申
請
又
は
免
税
軽
油
使

用
状
況
表
に
よ
り
申
請
す
る
人

▼
期
日
＝

2
月
16
日
席
〜
20
日
昔

3
月
15
日
席
〜
16
日
惜

▼
時
間
＝
午
前
9
時
〜
11
時
、

午
後
1
時
〜
4
時

▼
場
所
＝
宇
都
宮
県
税
事
務
所

▼
持
参
す
る
も
の
＝
個
人
申
請

の
場
合
と
同
じ

▼
問
い
合
せ
先
＝
町
農
業
委
員
会

牲
○56
9
1
6
6

栃
木
県
宇
都
宮
県
税
事
務
所

課
税
課
関
税
諸
税
担
当

牲
０
２
８(

６
２
6)

3
0
2
3

▼
日
時
＝
2
月
1
日
隻
午
後
1

時
〜
4
時
（
受
付
は
3
時
ま
で
）

▼
場
所
＝
南
河
内
町
中
央
公
民

館
（
南
河
内
町
大
字
田
中
６
８

１
│
１
　
FAX
0
2
8
5（
4
8
）5

4
4
7
）

難
聴
者
相
談

1
階
会
議
室

補
聴
器
相
談

2
階
資
料
室

▼
内
容
＝

無
料
相
談
会
…
困
っ
て
い
る
こ

と
、
疑
問
に
思
う
こ
と
、
嫌
な

思
い
を
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、

な
ん
で
も
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
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お知らせ版

償
却
資
産
の
申
告
は

2
月
2
日
席
ま
で

野
芝
焼
き

軽
油
引
取
税
農
業
用

免
税
証
の
交
付
申
請

カ
ラ
ス
等
駆
除
の
実
施

中
途
失
聴
者
・
難
聴
者

の
た
め
の
無
料
相
談

会
と
補
聴
器
相
談
会



補
聴
器
相
談
会
…
補
聴
器
の
聞

こ
え
を
良
く
す
る
磁
気
ル
ー
プ

の
展
示
試
聴
も
で
き
ま
す
。

▼
主
催
＝
栃
木
県
中
途
失
聴
・

難
聴
者
協
会

▼
問
い
合
せ
先
＝
栃
木
県
中
途

失
聴
・
難
聴
者
協
会
事
務
所

牲
０
２
８
5(

5
1)
1
3
2
5

FAX
０
２
８
5(

5
1)

1
3
2
6

県
南
地
区
担
当
＝

今
井

FAX
0
2
8
5(

4
4)

3
0
1
2

松
本

FAX
0
2
8
5(

4
8)

1
0
9
0

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
、

高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
を

目
的
に
、
各
種
講
座
（
歌
謡
、

民
謡
、
大
正
琴
、
ふ
く
べ
、
陶

芸
、
ダ
ン
ス
）
を
開
催
し
て
い

ま
す
。
特
に
今
回
は
、
ダ
ン
ス

教
室
の
受
講
生
を
募
集
し
ま
す

の
で
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
開
講
日
時
＝
毎
週
金
曜
日

午
後
1
時
〜

▼
場
所
＝
中
央
公
民
館

▼
問
い
合
せ
先
＝

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

牲
○56
3
1
6
6

▼
出
願
受
付
期
間
＝
2
月
29
日
隻

ま
で

▼
募
集
学
生

科
目
履
修
生
＝
6
か
月
間
在
学

す
る
学
生

選
科
履
修
生
＝
1
年
間
在
学
す

る
学
生

全
科
履
修
生
＝
大
学
卒
業
（
4

年
間
以
上
）
を
目
指
す
学
生

▼
入
学
料

科
目
履
修
生
　
　
5
、0
0
0
円

選
科
履
修
生
　
　
7
、0
0
0
円

全
科
履
修
生
　
2
0
、0
0
0
円

▼
授
業
料
＝
1
科
目
（
2
単
位
）

あ
た
り
、
1
0
、0
0
0
円
（
テ

キ
ス
ト
代
含
む
）

▼
資
料
請
求
、
問
い
合
せ
先
＝

放
送
大
学
栃
木
学
習
セ
ン
タ
ー

〒
3
2
1
ー

0
9
4
3

宇
都

宮
市
峰
町
350（
宇
都
宮
大
学
内
）

牲
０
２
８(

6
3
2)

0
5
7
2

栃
木
県
最
低
賃
金
は
、
1
時

間
648
円
で
す
。（
平
成
14
年
10
月

1
日
発
効
）

ま
た
、
栃
木
県
産
業
別
最
低

賃
金
が
、
平
成
15
年
12
月
31
日

か
ら
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

改
正
後
の
産
業
別
最
低
賃
金

（
１
時
間
）
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老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

ダ
ン
ス
教
室
受
講
生
募
集

放
送
大
学
平
成
16
年
度

第
1
学
期
学
生
募
集

・
塗
料
製
造
業
　
　
　

796
円

・
一
般
機
械
器
具
製
造
業

745
円

・
電
気
機
械
器
具
・
情
報
通
信

機
械
器
具
・
電
子
部
品
・
デ

バ
イ
ス
製
造
業
　
　

745
円

・
自
動
車
・
同
付
属
品
製
造
業745

円

・
精
密
機
械
器
具
・
医
療
用
計

測
器
製
造
業
　
　
　

745
円

・
各
種
商
品
小
売
業
　

726
円

▼
問
い
合
せ
先
＝
栃
木
労
働
局

労
働
基
準
部
賃
金
室

牲
０
２
８(

6
3
4)

9
1
0
9

12
月
号
で
掲
載
し
た
宇

都
宮
税
務
署
の
駐
車
場
の

記
事
が
、「
1
月
19
日
か
ら

3
月
末
日
ま
で
駐
車
場
に

相
談
会
場
を
設
置
し
ま
す

の
で
、
駐
車
ス
ペ
ー
ス
が

あ
り
ま
せ
ん
。」
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。
12
月
19
日
か

ら
3
月
末
日
ま
で
に
訂
正

し
、
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
チ
ェ
ッ
ク
！

働
く
ル
ー
ル
の
最
低

賃
金

インフルエンザの予防接種が実施されます。接種を

受ける義務はありませんが、希望する場合は少ない負

担で受けられますので接種をおすすめします。

▼対象＝町内在住で次に該当し接種を希望する人
①65歳以上（接種時）の人

②60～64歳（接種時）で、心臓、腎臓、もしく

は呼吸器の機能に障害を有するものとして厚生労

働省令に定める人（身体障害者等級1級程度）

▼期間＝1月31日析まで
※接種時期は主治医と相談して接種することをおすす

めします。

▼料金＝自己負担1,000円を医療機関窓口でお支払い
ください。（費用は１回接種分のみ町で負担します）

▼持参するもの＝健康保険証・老人健康手帳（健康手
帳は、お持ちの人のみ持参してください）

▼接種できる医療機関
上三川町
小口内科小児科医院・竹澤内科医院・上三川病院・藤

沼医院・やの小児科医院・山崎医院・石川医院・せん

ば医院・本郷台医院・やまだ脳神経外科クリニック・

倉持整形外科上三川

※予診票は各医療機関に用意してあります。

▼問い合せ先＝健康福祉課 保健衛生係 牲○56 9132

高齢者のインフルエンザ予防接種

訂
正
と
お
詫
び




